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中小企業金融公庫

信用保証協会
（全国に
52協会）

中小企業者

金融機関

出
資
・
監
督

保険

保証申込・承諾

保証契約

地方公共団体

○保証協会は原則とし
て、100％保証。

代位弁済
出えん・財政援助

融
資

国

監督

（各都道府県と5市）
（信用保険部門）

信用補完制度の仕組み

一般保証における保証料率

有担保保証・・・1.25%
無担保保証・・・1.35%

○填補率は70～80％

○一般保険における保険料率は0.87%
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（注） 代位弁済率 ＝ 代位弁済額 ÷ 保証債務平均残高

回収率 ＝ 実際回収 ÷ （期首の求償権残高 ＋ 期中の代位弁済額）

出所：全国信用保証協会連合会資料により中小企業庁が作成

代位弁済率・回収率の長期推移

（年度）
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金融機関の総貸出残高、中小企業向け貸出残高

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

700.0

（兆円）

総貸出 624.1 627.3 620.9 613.0 601.2 586.3 571.4 545.9 520.2 503.1 

中小企業向け 363.9 363.3 357.4 348.4 329.9 314.0 320.0 297.8 274.0 260.9 

保証債務 27.5 28.6 29.2 29.6 42.0 43.0 41.2 36.6 32.6 29.7 

H7.3末 H8.3末 H9.3末 H10.3末 H11.3末 H12.3末 H13.3末 H14.3末 H15.3末 H16.3末

（注）保証債務については、特定社債保証分及び中堅企業特別保証分を含まない。

出所：中小企業金融公庫資料より中小企業庁が作成

保証制度の利用状況
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（億円）

保証債務残高の推移

297,433 311,022 331,885 370,120 414,597 430,191 419,917 295,589 合計

53,378 45,697 15,429 5,935 4,619 ---ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ保証

22,758 39,107 69,804 115,167 158,338 158,154 132,594 -特別保証

221,297 226,218 246,652 249,018 251,640 272,038 287,323 295,589 一般保証

１６年度１５年度１４年度１３年度１２年度１１年度１０年度９年度

・ 一般保証分の保証債務残高は減少傾向にあるものの、セーフティネット保証の拡充策の実施に伴い、その保証債務
残高は増加傾向にある。

・ 平成13年3月末に終了した特別保証の残高は、約2.3兆円までに減少している。
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平成10年からの金融危機の影響を受けて、保証承諾額は一時的に急増したものの、現在では、危機

以前の水準に戻りつつある。
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（単位：億円）

出所：全国信用保証協会連合会資料により中小企業庁が作成

保証承諾額の推移

131,629151,965 140,427132,258 196,335 186,197 253,834150,690合計

21,435 38,53315,100 3,399 1,093---ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ保証

---3,11577,084 65,015 144,223-特別保証

110,194113,432 125,327 125,745 118,158 121,182 109,611150,690一般保証

１６年度１５年度１４年度１３年度１２年度１１年度１０年度９年度
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企業浸透率については、平成10年からの金融危機のピーク時の水準よりは低下しているものの、依然として、金融危

機以前よりも高い水準にある。

0.0%
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8.0%

12.0%

0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%
50.0%

金額 7.55% 7.88% 8.17% 8.48% 12.73% 13.69% 12.87% 12.29% 11.88% 11.63%

企業数 37.0% 38.4% 40.5% 41.1% 43.0% 45.9% 45.3% 44.9% 42.7% 39.8%

６年度 ７年度 ８年度 ９年度 １０年度 １１年度 １２年度 １３年度 １４年度 １５年度

出所：全国信用保証協会連合会資料により中小企業庁が作成

企業浸透率の推移
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※10年度以前の3億円超は、1億円超～3億円以

下に含んでいる。

資本金別保険引受状況の推移

出所：中小企業金融公庫資料から中小企業庁が作成

（年度）
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無担保保証は、平成10年の特別保証の実施、平成12年の無担保保険枠の拡大により、件数も金額も10年

間で大幅に増加。件数ベースでは80%超、金額ベースでも70%超が無担保となっている。

40

50

60

70

80

90
（％）

件数 73.16 74.91 75.41 76.12 84.55 82.27 82.86 80.61 81.91 83.91

金額 43.52 48.13 48.72 50.65 74.09 64.58 69.00 62.44 66.74 71.35

H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15

出所：全国信用保証協会連合会資料により中小企業庁が作成

無担保保証承諾構成比の推移

（年度）
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出所：信用保証協会向けアンケート調査から中小企業庁が作成。

平成15年度　無担保保証にて第三者保証人を徴求している保証承諾金額
（金額にして２／３の保証協会のデータ）
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（協会数） 平均１０．８％

（平成１５年度 ３１協会のデータ、保証承諾額の約２／３）

無担保保証にて第三者保証人を徴求している割合
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1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

代位弁済率 1.44 1.49 1.46 1.71 2.06 1.88 2.57 3.17 3.65 3.22 2.74 

回収率 6.6 6.9 7.1 6.6 6.4 6.2 5.5 4.8 4.5 4.3 3.9 

６年度 ７年度 ８年度 ９年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度

（％）

金融危機の前後で、代位弁済率は約2倍に増加し、回収率は無担保保証の増加により、2/3以下へ減少している。

代位弁済率 ＝ 代位弁済額 ÷ 保証債務平均残高

回収率 ＝ 実際回収 ÷ （期首の求償権残高 ＋ 期中の代位弁済額）

出所：全国信用保証協会連合会資料により中小企業庁が作成

代位弁済率・回収率の推移
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（％）

出所：全国信用保証協会連合会資料により中小企業庁が作成。平成16年度は数値は速報値による

代位弁済率・回収率の推移（金融安定化除く）
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信用補完制度の事業収支は、平成14年度まで赤字幅が拡大し続けた。平成15年度は赤字幅が縮小したものの、
▲4,030億円の赤字となっており、大幅な赤字構造となっている （これに加えて保険部門・協会の事務費が900億円程度
あり）。これには、事故率の漸増、回収率の低下という構造的要因が根底にある。

（単位：億円）
９年度 １０年度 １１年度 １２年度 １３年度 １４年度 １５年度

保証料 2,571 2,846 3,462 3,405 3,204 2,945 2,952
回収額 1,964 2,218 2,516 2,662 2,779 3,085 3,235
代位弁済額 4,987 6,983 8,010 10,733 12,350 12,604 10,217

収支差額 ▲ 452 ▲ 1,919 ▲ 2,032 ▲ 4,666 ▲ 6,367 ▲ 6,574 ▲ 4,030

保証料、回収額、代位弁済額の推移
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（単位：億円）

信用補完制度に関する収支状況
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（注）・上記表の数値については、暫定的なもの（現在精査中）。

・「保険負担」とは、保険収支への依存度であり、支払保険料 ＋ 回収納付金 － 受取保険金にて算出。

・「収支差額」とは、協会の決算書上の数値で、概ね 保証料 ＋預金・有価証券運用益 －業務費 －支払保険料

＋償却求償権回収金 － 求償権償却 ＋ 安定化基金取崩額によって算出。

・「地公体からの支援」とは、代位弁済等による損失や業務費を補うために行う財政支援額の合計。

・端数については、四捨五入表示しているため、表示数値と計算上の数値が異なる箇所がある。

出所：全国信用保証協会連合会作成資料より中小企業庁が作成

（平 成 1 5年 度 ） （単位：億円）

1 北海道 4,170 6 ,567 28 .9% 2 .2% 5 .0% ▲ 32 11 .4 9 .5 2 .0

2 青森 1,901 3 ,933 30 .1% 3 .1% 4 .1% ▲ 58 ▲ 2.4 0 .0 ▲ 2 .4

3 岩手 1,233 2 ,786 34 .9% 1 .7% 4 .7% ▲ 11 0 .3 0 .6 ▲ 0 .2

4 宮城 1,979 3 ,473 27 .4% 3 .4% 3 .8% ▲ 54 0 .2 3 .1 ▲ 2 .9

5 秋田 1,017 1 ,913 29 .3% 2 .1% 4 .2% ▲ 16 0 .1 1 .5 ▲ 1 .4

6 山形 1,450 3 ,473 38 .5% 1 .4% 5 .3% ▲ 10 0 .3 0 .0 0 .3

7 福島 1,744 2 ,717 22 .6% 2 .6% 4 .4% ▲ 28 ▲ 5.9 0 .1 ▲ 6 .0

8 新潟 2,441 5 ,198 30 .7% 2 .5% 4 .2% ▲ 51 2 .8 5 .8 ▲ 3 .0

9 茨城 4,027 6 ,610 42 .5% 3 .2% 4 .1% ▲ 94 0 .4 3 .2 ▲ 2 .8

10 栃木 2,916 4 ,616 33 .0% 2 .2% 3 .6% ▲ 30 ▲ 3.0 0 .8 ▲ 3 .8

11 群馬 3,512 6 ,104 39 .5% 3 .2% 3 .0% ▲ 92 ▲ 3.4 4 .7 ▲ 8 .0

12 埼玉 5,900 12 ,220 34 .3% 3 .3% 4 .2% ▲ 173 7 .5 17 .3 ▲ 9 .6

13 千葉 5,943 8 ,316 32 .0% 4 .1% 3 .8% ▲ 174 ▲ 6.2 8 .8 ▲ 14 .2

14 東京 17,036 45 ,829 50 .3% 3 .7% 4 .8% ▲ 880 76 .8 120 .2 ▲ 43 .3

15 神奈川 4,814 10 ,827 29 .6% 3 .8% 4 .2% ▲ 203 0 .3 0 .2 0 .0

16 横浜市 2,270 5 ,234 3 .4% 3 .4% ▲ 86 0 .1 2 .7 ▲ 2 .6

17 川崎市 869 2,040 3 .1% 3 .6% ▲ 28 1 .4 0 .0 1 .4

18 山梨 1,200 2 ,284 37 .7% 4 .1% 4 .8% ▲ 43 ▲ 2.1 1 .5 ▲ 3 .5

19 長野 3,479 6 ,171 40 .2% 2 .3% 4 .0% ▲ 52 ▲ 0.2 0 .0 ▲ 0 .2

20 静岡 7,737 16 ,738 43 .9% 2 .2% 6 .4% ▲ 132 15 .2 1 .9 13 .3

収 支 差 額 （ 注 ）

（ Ａ ）
実 質 収 支
（ Ａ ） - （ Ｂ ）

番
号

協 会 名 保 証 承 諾 額
保 証 債 務

残 高
地 公 体 か ら の

支 援 （ 注 ） （ Ｂ ）
浸 透 率 代 位 弁 済 率 回 収 率 保 険 負 担 （ 注 ）

各保証協会の状況
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（単位：億円）

21 愛知 10,514 18,333 40.9% 2.2% 5.8% ▲ 127 8.0 2.3 5.7

22 名古屋市 3,404 6,592 3.3% 5.0% ▲ 83 ▲ 4.5 0.7 ▲ 5.2

23 岐阜県 2,362 4,961 35.0% 2.2% 4.6% ▲ 38 ▲ 0.8 1.5 ▲ 2.3

24 岐阜市 556 972 2.3% 5.1% ▲ 9 0.0 0.0 0.0

25 三重 2,449 4,437 30.7% 3.1% 4.4% ▲ 74 0.2 0.0 0.2

26 富山 1,509 3,029 39.6% 2.0% 4.1% ▲ 20 1.6 1.6 ▲ 0.1

27 石川 2,010 4,219 36.5% 2.8% 4.2% ▲ 48 0.4 3.5 0.3

28 福井 1,343 3,168 33.1% 2.3% 4.1% ▲ 35 0.2 0.3 ▲ 0.0

29 滋賀 1,476 3,028 47.5% 1.8% 7.4% ▲ 15 4.0 2.4 1.6

30 京都 4,888 7,921 37.9% 2.5% 7.2% ▲ 35 17.7 4.9 12.9

31 大阪府 9,741 24,443 34.1% 5.4% 3.4% ▲ 707 ▲ 52.2 41.7 ▲ 93.8

32 大阪市 2,427 7,060 6.0% 3.9% ▲ 178 ▲ 37.4 116.4 ▲ 153.8

33 兵庫 5,517 13,623 41.9% 4.1% 4.3% ▲ 259 ▲ 8.8 18.6 ▲ 27.4

34 奈良 1,735 3,035 49.8% 2.4% 7.0% ▲ 24 0.2 0.6 ▲ 0.4

35 和歌山 1,498 3,003 40.1% 2.8% 6.9% ▲ 23 ▲ 1.6 1.1 ▲ 2.7

36 鳥取 776 1,652 44.6% 2.6% 5.8% ▲ 17 0.4 0.2 0.2

37 島根 806 2,000 38.8% 1.5% 9.4% ▲ 1 1.6 1.8 ▲ 0.2

38 岡山 1,866 3,440 35.0% 1.5% 6.0% ▲ 2 3.3 1.1 2.2

39 広島 3,097 5,173 38.8% 2.9% 6.2% ▲ 50 0.4 2.2 ▲ 1.8

40 山口 1,426 2,991 33.8% 3.0% 5.9% ▲ 37 3.7 1.8 1.9

41 香川 1,097 1,628 30.9% 2.1% 4.2% ▲ 4 ▲ 1.3 0.0 ▲ 1.3

42 徳島 805 1,587 36.3% 2.9% 6.8% ▲ 14 ▲ 3.8 0.0 ▲ 3.8

43 高知 714 1,497 31.8% 2.2% 5.3% ▲ 9 0.7 0.1 0.7

44 愛媛 1,260 2,166 30.6% 1.6% 5.2% ▲ 5 1.6 0.0 1.6

45 福岡 5,346 10,470 46.4% 2.9% 5.2% ▲ 136 8.8 9.4 ▲ 0.7

46 佐賀 632 1,406 47.7% 4.6% 3.2% ▲ 37 ▲ 2.5 1.0 ▲ 3.5

47 長崎 1,666 2,721 30.3% 2.1% 4.6% ▲ 9 ▲ 3.5 1.3 ▲ 4.8

48 熊本 1,593 2,886 34.4% 2.1% 5.3% ▲ 18 5.2 1.9 3.3

49 大分 1,351 2,092 28.4% 1.2% 4.6% ▲ 1 0.1 0.1 0.0

50 宮崎 709 1,284 25.7% 2.5% 4.1% ▲ 8 0.9 0.3 0.6

51 鹿児島 822 1,623 23.3% 1.4% 5.9% ▲ 3 1.0 0.2 0.9

52 沖縄 932 1,533 20.1% 5.4% 4.4% ▲ 48 ▲ 11.7 1.5 ▲ 13.1

151,965 311,022 － － － ▲ 4,324 25.7 400.4 ▲ 369.8合計

番
号

協 会 名 保 証 承 諾 額
保 証 債 務

残 高
保 険 負 担 （注 ）

収 支 差 額 （注 ）

（ Ａ）
実 質 収 支
（ Ａ） - （ Ｂ ）

地 公 体 か ら の

支 援 （注 ）（Ｂ ）

浸 透 率
（ % ）

代 位 弁 済 率
（ % ）

回 収 率
（ % ）
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(注１） 「制度融資」分については、特別保証制度（地公体制度）の特別調査（3年分のみ 平成１６年９月実施）により集計。
（注２） 協会全体については、事業概況報告より集計（安定化含む）
（注３） 代弁率＝代位弁済額（元利）÷保証債務残高（末残）のため、平残代弁率 3.22%とは異なる。

13年度 14年度 15年度 13年度 14年度 15年度

1 北海道 1.69% 1.70% 1.78% 2.62% 2.32% 2.17%

2 青  森 1.00% 1.99% 2.49% 2.36% 3.32% 3.20%

3 岩  手 1.37% 1.85% 1.55% 1.96% 2.21% 1.71%

4 宮  城 1.67% 1.72% 1.98% 2.43% 3.31% 3.40%

5 秋  田 1.51% 2.08% 1.45% 3.07% 4.24% 2.12%

6 山  形 1.08% 1.38% 1.05% 1.39% 1.83% 1.42%

7 福  島 1.21% 1.25% 0.95% 2.33% 3.29% 2.40%

8 新  潟 2.39% 1.92% 1.86% 3.02% 2.99% 2.52%

9 茨  城 1.85% 1.90% 1.72% 3.12% 3.62% 3.14%

10 栃  木 0.98% 1.17% 0.84% 2.28% 2.92% 2.04%

11 群　馬 2.12% 2.48% 1.71% 2.99% 3.76% 3.17%

12 埼  玉 3.80% 4.02% 2.40% 3.77% 4.52% 3.34%

13 千  葉 3.35% 3.64% 2.48% 5.18% 5.99% 3.95%

14 東  京 2.69% 3.03% 2.80% 3.58% 4.59% 4.01%

15 神奈川 3.20% 3.61% 3.25% 4.01% 4.71% 3.96%

16 横  浜 3.06% 3.31% 2.51% 3.58% 4.34% 3.48%

17 川  崎 2.69% 2.52% 1.47% 3.45% 4.80% 3.17%

18 山  梨 5.59% 5.54% 1.86% 3.60% 3.76% 4.18%

19 長  野 0.98% 1.21% 1.08% 2.19% 2.57% 2.22%

20 静  岡 0.97% 1.02% 0.97% 1.87% 2.07% 2.23%

21 愛  知 1.40% 1.54% 1.30% 2.31% 2.59% 2.26%

22 名古屋 1.62% 2.05% 1.97% 3.24% 3.58% 3.37%

23 岐阜県 0.65% 0.58% 0.49% 2.54% 2.37% 2.22%

24 岐阜市 0.59% 0.95% 0.54% 3.33% 4.18% 2.20%

25 三  重 0.09% 0.46% 0.67% 3.10% 3.12% 3.12%

協　会　全　体
協会名

番
号

地公体制度融資

各保証協会の代位弁済率
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13年度 14年度 15年度 13年度 14年度 15年度

26 富  山 1.57% 1.28% 1.37% 2.11% 2.37% 1.98%

27 石  川 1.38% 1.60% 1.54% 2.78% 2.89% 2.77%

28 福  井 0.82% 0.95% 0.82% 1.87% 2.35% 2.37%

29 滋  賀 1.43% 1.68% 1.37% 2.22% 2.94% 1.85%

30 京  都 5.12% 3.95% 1.27% 3.88% 3.69% 2.44%

31 大阪府 3.53% 4.11% 4.15% 4.49% 5.67% 5.72%

32 大阪市 14.84% 14.14% 8.02% 8.20% 6.74% 6.14%

33 兵  庫 2.64% 2.89% 3.16% 3.99% 4.36% 4.21%

34 奈  良 1.50% 2.11% 1.77% 2.72% 3.50% 2.29%

35 和歌山 2.26% 2.35% 1.65% 3.45% 3.38% 2.83%

36 鳥  取 1.60% 1.80% 1.89% 1.67% 2.07% 2.67%

37 島  根 1.40% 1.48% 1.40% 1.35% 1.73% 1.51%

38 岡  山 1.89% 1.43% 1.22% 2.86% 2.27% 1.43%

39 広  島 2.38% 2.66% 1.87% 3.15% 3.94% 2.82%

40 山  口 1.67% 2.00% 2.36% 2.47% 2.68% 3.03%

41 香  川 1.26% 1.68% 1.40% 2.39% 2.91% 2.12%

42 徳  島 0.86% 1.27% 1.44% 2.16% 3.30% 2.99%

43 高  知 1.57% 1.66% 1.28% 2.09% 2.15% 2.24%

44 愛  媛 0.50% 0.71% 0.89% 1.70% 1.44% 1.58%

45 福  岡 1.99% 1.81% 2.01% 3.24% 3.14% 3.03%

46 佐  賀 3.02% 3.37% 3.53% 4.26% 3.80% 4.87%

47 長  崎 1.70% 1.64% 1.32% 3.06% 2.78% 2.08%

48 熊  本 1.70% 2.60% 2.36% 1.97% 2.79% 2.11%

49 大  分 0.62% 0.73% 0.32% 1.36% 1.36% 1.12%

50 宮  崎 1.65% 1.40% 1.70% 3.00% 2.32% 2.56%

51 鹿児島 0.95% 0.87% 0.93% 1.85% 2.27% 1.41%

52 沖  縄 4.13% 3.51% 4.62% 6.06% 6.10% 5.46%

2.36% 2.58% 2.26% 3.34% 3.80% 3.28%合計

番
号

協会名
地公体制度融資 協　会　全　体
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（億円）

収支差額変動準備金 1,756 2,022 2,257 2,387 2,427 2,361 2,383 2,526 

基金準備金 7,719 7,876 8,003 8,104 8,093 8,161 8,251 8,467 

基金 2,828 3,367 3,759 4,130 4,232 4,202 4,229 4,290 

９年度 １０年度 １１年度 １２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度

○収支差額変動準備金 企業の利益準備金（留保利益）に類似しており、収支差額の１００分の５０の範囲内で基金準備金に繰り入れることが出来る。

○基金準備金 企業の資本準備金に類似している。

○基金 企業の資本金に類似している。地公体等からの出えん金を繰り入れる。 出所：全国信用保証協会連合会の資料により中小企業庁が作成。

○平成16年度数値は、決算速報数値のため確定値ではない。

保証協会の基金等の推移
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保証協会別保険収支表（平成16年度）
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保険収支

収支率

出所：中小企業金融公庫のデータから中小企業庁作成。

収支率＝（保険料＋回収金）／保険金

保証協会の保険収支の状況
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0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

（百万円）

実際求償権残高

実際回収

実際求償権残高 2,770,837 3,247,433 3,796,845 4,601,671 5,542,198 6,462,536 7,134,089 7,618,067 

実際回収 209,053 236,098 264,741 277,796 288,832 319,369 334,630 320,357 

H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16

（注）各年度末の実際求償権残高及び実際回収（金額）
出所：全国信用保証協会連合会資料より中小企業庁が作成

求償権残高と回収額の推移
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保険料収納は近年漸減傾向にあったが、１５年度、１６年度は増加。

回収金納付は一貫して増加傾向にあったが、１６年度は若干の減少。

また、保険金支払額は近年増加傾向にあったが、１５年度、１６年度は減少。

保険料収納、回収金納付、保険金支払の推移

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

（単位：億円）

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

保険料収納 1,084 1,355 1,394 1,332 1,284 1,184 1,360 1,477

回収金納付 1,304 1,454 1,672 1,802 1,947 2,121 2,245 2,190

保険金支払 3,193 4,692 5,160 7,639 9,027 9,353 7,929 6,227

９年度 １０年度 １１年度 １２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度
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信用保険部門の決算推移

・保険収支は、平成１４年度には、６，０００億円を超える大幅な赤字となったが、平成１５年度には▲４，３２４億円に縮

小し、平成１６年度も▲２，５６０億円と改善しているが、依然、一般保証においても、１，０００億円近い赤字を計上。

・中小企業信用保険準備基金の１６年度末の残高は、政府出資金もあり、１，６８０億円程度となる見込みであり、平成

１５年度の５９２億円よりも改善しているが依然厳しい状況。

（注）１．政府出資金は、昭和40年代は50億円程度、昭和50年代は300～400億円程度、平成に入ってからは、100～200億円程度で推移。

なお、１６年度の保険準備基金残高は見込み額（決算整理後に確定）。

２．平成１６年度政府出資には中小企業総合事業団の高度化等勘定からの承継分２，５２５億円が含まれている。

（単位：億円）

9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度

保険 一般保証 ▲ 804 ▲ 2,135 ▲ 1,277 ▲ 1,773 ▲ 2,205 ▲ 2,524 ▲ 1,793 ▲ 860

収支 ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ保証 -        -        -        ▲ 123 ▲ 129 ▲ 125 ▲ 213 ▲ 460

特別保証 -        252 ▲ 817 ▲ 2,609 ▲ 3,463 ▲ 3,399 ▲ 2,318 ▲ 1,240

　計 ▲ 804 ▲ 1,883 ▲ 2,093 ▲ 4,504 ▲ 5,796 ▲ 6,048 ▲ 4,324 ▲ 2,560

182 3,298 3,365 5,988 1,698 4,038 972 3,648

3,924 7,223 8,747 10,009 5,754 3,713 592 1,680

7,477 7,477 7,477 7,477 7,477 7,473 7,468 6,739

政府出資金

信用保険準備基金残高

融資基金残高

保険収支の推移と国の関与
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１．保証料率

・保証料率については、制度上は各協会が独自の判断にて設定する仕組み。ただし、金融危機に際して、

全国的に一定の保証料の目処を示す観点から、通達により基本的な保証料率は有担保1.25%、無担保

1.35%としている。

２．保険料率

・保険料率については、法律（中小企業信用保険法）上、上限が定められ（原則3%、ただし、経営安定関

連特例は2%）、その具体的な適用料率については、各保険種毎に政令において定められている。

３．保証料率、保険料率の推移

（普通）0.87% （無担保）0.87%

（普通）0.57% （無担保）0.57%

（普通）0.57% （無担保）0.46%

（普通）0.57% （無担保）0.43%
保険料率

（有担保）1.25% （無担保）1.35%

（基本保証料率） 1.0%

保証料率

平成13年度

平成15年度以降

平成14年度

平成12年度

年度

保証料と保険料について



27出所：中小企業庁作成

基本保証料率と保険料率の推移
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（注）１． 特別小口保険は、普通保険又は無担保保険との併存が禁止されているため、一中小企業者当たりの利用限度額は普通保険と無担保保険の合計
額となる。

２． Ｓ４２．７．１以前の「普通」保険の利用限度額は、「第二種」保険の限度額である。

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

【普通・無担保】
　（単位：万円）

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

【特別小口】
　（単位：万円）

無担保

普通

特別小口

Ｓ40.5.1  S40.12.1 S42.7.1 S46.4.10  S48.7.5 S49.2.22 S50.12.22 S55.6.10 S63.4.1   H5.5.21    H7.11.1   H10.10.1 H12.12.25 H13.12.17

年月日 S40.5.1 S40.12.1 S42.7.1 S46.4.10 S48.7.5 S49.2.22 S50.12.22 S55.6.10 S63.4.1 H5.5.21 H7.11.1 H10.10.1 H12.12.25 H13.12.17
普通 1,000 1,500 2,500 3,500 5,000 7,000 12,000 20,000
無担保 - 200 300 500 800 1,000 1,500 2,000 3,500 5,000 8,000
特別小口 30 50 80 100 150 250 300 450 500 750 1,000 1,250

（単位：万円）

保険限度額の推移
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（単位：億円）

地公体からの財政援助
（出えん金、事務補助金、損失補償補填金）

政府出資金（保険準備基金：金融安定化除く）
及び経営安定対策費補助金

政府出資金（保険準備基金：金融安定化含む）
及び経営安定対策費補助金

出所：全国信用保証協会連合会データから中小企業庁作成

国及び地公体の財政援助の推移

（注）平成１６年度は、国から別途、２５２５億円が中小企業総合事業団の高度化等勘定

承継分として保険準備基金に出資されている。
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１．保証制度の商品
大別して、以下の４つに分類することができる。いずれも、信用保険の付与が前提となっている。

（１）全国的制度
・国主導で全国共通の制度として創設され、保険法上も個別に保険種が定められている保証制度（特別保証、

セーフティネット保証、売掛債権担保融資保証等）。

（２）地公体制度
・地公体が、独自の要件を付して行う保証制度。全国で4,313の制度（平成１５年度）が存在。また、第

三者保証人が必要となる制度も少なくない。

・協会に対する損失補償や、中小企業者に対する保証料補給等、財政支援を伴うことが多い。

・地公体制度は、優良中小企業の活用が多いと推測されるが、制度の中には、非常に高い代位弁済率の制

度も存在。

（３）金融機関との提携保証制度
・金融機関と協会との提携商品。

・代位弁済率に応じて、金融機関から損失補償や負担金を受ける制度等がある。

（４）協会独自制度
・協会が、独自の要件を付して行う保証制度。全国で2,075の制度（平成１５年度）が存在。

・特定の融資を対象とした保証料が割安な制度等がある。

主要な保証制度
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（注）・東京信用保証協会は市区町村ベースで集計

・愛知、石川、福井、大阪府の各信用保証協会は、市町村制度なし

S52年度 ・・・ 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 S52年度 ・・・ 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 S52年度 ・・・ 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度

1 北海道 23 ・・・ 40 38 38 23 22 176 ・・・ 170 169 172 171 169 199 ・・・ 210 207 210 194 191
2 青  森 7 ・・・ 23 23 19 15 15 5 ・・・ 121 121 121 121 121 12 ・・・ 144 144 140 136 136
3 岩  手 12 ・・・ 16 16 21 12 12 1 ・・・ 55 126 135 134 134 13 ・・・ 71 142 156 146 146
4 宮  城 2 ・・・ 18 15 14 23 17 2 ・・・ 107 107 107 108 108 4 ・・・ 125 122 121 131 125
5 秋  田 11 ・・・ 16 18 18 15 26 5 ・・・ 75 77 80 79 80 16 ・・・ 91 95 98 94 106
6 山  形 8 ・・・ 24 25 29 29 29 18 ・・・ 23 23 23 23 24 26 ・・・ 47 48 52 52 53
7 福  島 6 ・・・ 9 7 8 10 8 21 ・・・ 85 86 82 83 79 27 ・・・ 94 93 90 93 87
8 新  潟 12 ・・・ 21 19 18 17 16 4 ・・・ 157 163 163 163 160 16 ・・・ 178 182 181 180 176
9 茨  城 18 ・・・ 27 29 38 40 27 2 ・・・ 132 131 131 131 128 20 ・・・ 159 160 169 171 155

10 栃　木 20 ・・・ 11 13 15 15 17 24 ・・・ 72 73 63 100 126 44 ・・・ 83 86 78 115 143
11 群  馬 6 ・・・ 8 10 10 6 8 24 ・・・ 26 25 25 28 163 30 ・・・ 34 35 35 34 171
12 埼  玉 13 ・・・ 38 39 40 40 43 2 ・・・ 45 48 49 126 124 15 ・・・ 83 87 89 166 167
13 千  葉 17 ・・・ 19 19 20 18 18 46 ・・・ 214 221 221 225 207 63 ・・・ 233 240 241 243 225
14 東  京 12 ・・・ 16 14 18 17 18 0 ・・・ 50 50 50 50 50 12 ・・・ 66 64 68 67 68
15 神奈川 18 ・・・ 15 16 16 21 23 0 ・・・ 1 1 1 2 2 18 ・・・ 16 17 17 23 25
16 横  浜 － ・・・ － － － － － 11 ・・・ 16 16 16 19 21 11 ・・・ 16 16 16 19 21
17 川  崎 － ・・・ － － － － － 9 ・・・ 12 21 22 18 17 9 ・・・ 12 21 22 18 17
18 山  梨 11 ・・・ 20 19 22 22 25 3 ・・・ 104 104 104 104 105 14 ・・・ 124 123 126 126 130
19 長  野 10 ・・・ 18 18 17 17 11 76 ・・・ 344 344 367 367 364 86 ・・・ 362 362 384 384 375
20 静  岡 11 ・・・ 15 20 21 17 18 11 ・・・ 76 76 76 76 62 22 ・・・ 91 96 97 93 80
21 愛  知 17 ・・・ 27 27 25 26 27 － ・・・ － － － － － 17 ・・・ 27 27 25 26 27
22 名古屋 － ・・・ － － － － － 9 ・・・ 11 12 13 11 12 9 ・・・ 11 12 13 11 12
23 岐阜県 12 ・・・ 22 24 32 16 15 6 ・・・ 54 55 56 57 54 18 ・・・ 76 79 88 73 69
24 岐阜市 － ・・・ － － － － － 14 ・・・ 12 18 20 17 14 14 ・・・ 12 18 20 17 14
25 三  重 11 ・・・ 17 17 17 17 14 4 ・・・ 6 6 6 5 5 15 ・・・ 23 23 23 22 19

制度合計項目
協会名

 市町村制度都道府県制度

各協会の地公体の制度融資数
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S52年度 ・・・ 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 S52年度 ・・・ 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 S52年度 ・・・ 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度

26 富  山 2 ・・・ 32 31 27 29 32 11 ・・・ 21 21 20 22 21 13 ・・・ 53 52 47 51 53
27 石  川 11 ・・・ 15 16 18 16 18 － ・・・ － － － － － 11 ・・・ 15 16 18 16 18
28 福  井 12 ・・・ 19 17 11 12 14 8 ・・・ － － － － － 20 ・・・ 19 17 11 12 14
29 滋  賀 10 ・・・ 20 20 21 23 21 11 ・・・ 54 54 54 54 51 21 ・・・ 74 74 75 77 72
30 京  都 2 ・・・ 9 10 10 10 6 3 ・・・ 10 11 11 12 10 5 ・・・ 19 21 21 22 16
31 大阪府 17 ・・・ 31 29 28 30 33 － ・・・ － － － － － 17 ・・・ 31 29 28 30 33
32 大阪市 － ・・・ － － － － － 17 ・・・ 20 21 20 21 23 17 ・・・ 20 21 20 21 23
33 兵  庫 7 ・・・ 30 25 27 36 38 90 ・・・ 148 122 123 113 123 97 ・・・ 178 147 150 149 161
34 奈  良 6 ・・・ 15 16 16 16 17 0 ・・・ 27 27 26 26 26 6 ・・・ 42 43 42 42 43
35 和歌山 9 ・・・ 17 17 17 20 22 3 ・・・ 5 6 6 6 6 12 ・・・ 22 23 23 26 28
36 鳥  取 4 ・・・ 17 17 22 19 17 0 ・・・ 95 102 82 78 82 4 ・・・ 112 119 104 97 99
37 島  根 8 ・・・ 29 24 24 24 24 12 ・・・ 5 6 6 6 6 20 ・・・ 34 30 30 30 30
38 岡  山 18 ・・・ 16 16 18 17 16 1 ・・・ 65 66 68 69 67 19 ・・・ 81 82 86 86 83
39 広  島 14 ・・・ 18 20 22 20 23 79 ・・・ 121 121 117 106 111 93 ・・・ 139 141 139 126 134
40 山  口 5 ・・・ 19 21 40 40 38 59 ・・・ 79 85 66 65 66 64 ・・・ 98 106 106 105 104
41 香  川 8 ・・・ 21 11 11 11 12 6 ・・・ 70 70 70 65 63 14 ・・・ 91 81 81 76 75
42 徳  島 8 ・・・ 19 20 19 22 23 18 ・・・ 24 25 24 24 24 26 ・・・ 43 45 43 46 47
43 高  知 9 ・・・ 30 30 30 26 26 9 ・・・ 24 27 27 18 18 18 ・・・ 54 57 57 44 44
44 愛  媛 5 ・・・ 19 18 12 11 12 1 ・・・ 41 41 41 41 46 6 ・・・ 60 59 53 52 58
45 福  岡 12 ・・・ 23 14 15 26 16 54 ・・・ 87 84 84 70 75 66 ・・・ 110 98 99 96 91
46 佐  賀 14 ・・・ 17 17 17 17 18 22 ・・・ 28 30 32 33 32 36 ・・・ 45 47 49 50 50
47 長  崎 13 ・・・ 17 14 16 15 15 21 ・・・ 27 27 27 26 24 34 ・・・ 44 41 43 41 39
48 熊  本 5 ・・・ 10 9 9 7 7 7 ・・・ 109 109 110 107 109 12 ・・・ 119 118 119 114 116
49 大  分 11 ・・・ 33 33 33 33 31 16 ・・・ 10 12 12 12 12 27 ・・・ 43 45 45 45 43
50 宮  崎 13 ・・・ 13 15 17 16 16 26 ・・・ 23 31 32 31 31 39 ・・・ 36 46 49 47 47
51 鹿児島 12 ・・・ 17 19 19 13 13 7 ・・・ 10 10 10 10 10 19 ・・・ 27 29 29 23 23
52 沖  縄 7 ・・・ 13 13 14 13 14 7 ・・・ 17 17 17 12 17 14 ・・・ 30 30 31 25 31

499 ・・・ 939 918 969 938 931 961 ・・・ 3,088 3,198 3,188 3,245 3,382 1,460 ・・・ 4,027 4,116 4,157 4,183 4,313

項目 都道府県制度  市町村制度 制度合計

 合  計

協会名
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～1.0 ～1.1 ～1.2 ～1.3 ～1.4 ～1.5 ～1.6 ～1.7 ～1.8 ～1.9 ～2.0 ～2.1 ～2.2 ～2.3 ～2.4 ～2.5 2.5超

1 北海道 21 1 4 2 1 7 5 1 1 1
2 青  森 15 0 2 5 6 1 1
3 岩  手 12 0 1 2 1 4 4
4 宮  城 16 1 2 8 5 1 1
5 秋  田 24 2 4 10 2 1 7 2
6 山  形 6 23 6 23
7 福  島 5 3 1 1 1 1 1 3
8 新  潟 16 0 5 7 2 2
9 茨  城 27 0 1 2 8 10 2 2 2
10 栃　木 17 0 1 4 1 3 2 4 2
11 群  馬 7 1 1 2 3 1 1
12 埼  玉 41 2 2 4 6 6 18 3 2 2
13 千  葉 18 0 1 3 6 2 1 2 1 2
14 東  京 9 9 2 2 1 2 1 　 1 9
15 神奈川 22 1 1 2 1 2 1 1 6 4 3 1 1
16 横  浜 21 0 1 3 4 1 6 4 2
17 川  崎 17 0 1 1 1 2 8 2 1 1
18 山  梨 25 0 3 1 4 1 6 9 1
19 長  野 10 1 3 6 1 1
20 静  岡 18 0 11 2 5

項目　

　協会名

貸付利率利率規制
有

利率規制
無

その他
（知事が
定める

金融機
関所定
利率

(注) 47都道府県制度融資、５市制度融資

１．金利幅があるものは、平均利率を適用 （例）０．６～０．８％の場合 ０．７％

２．上限利率が定められているものは、上限利率を適用 （例）２．０％以下の場合 ２．０％

地公体融資制度に係る貸付利率について（平成１５年度）
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～1.0 ～1.1 ～1.2 ～1.3 ～1.4 ～1.5 ～1.6 ～1.7 ～1.8 ～1.9 ～2.0 ～2.1 ～2.2 ～2.3 ～2.4 ～2.5 2.5超

21 愛  知 27 0 1 1 6 9 10
22 名古屋 12 0 7 3 2
23 岐阜県 15 0 12 2 1
24 岐阜市 14 0 3 3 2 2 4
25 三  重 13 1 1 3 1 6 2 1
26 富  山 31 1 4 7 13 7 1
27 石  川 17 1 4 1 1 6 3 1 1 1
28 福  井 14 0 4 3 6 1
29 滋  賀 20 1 1 2 4 1 2 7 3 1
30 京  都 6 0 2 1 1 1 1
31 大阪府 31 2 1 1 6 8 1 7 1 1 5 2
32 大阪市 21 2 7 3 1 1 7 2 2
33 兵  庫 38 0 1 13 3 2 14 5
34 奈  良 16 1 8 7 1 1
35 和歌山 22 0 8 1 2 2 8 1
36 鳥  取 17 0 1 16
37 島  根 24 0 1 1 12 1 2 2 1 2 1 1
38 岡  山 16 0 1 11 4
39 広  島 23 0 4 1 2 8 4 1 2 1
40 山  口 37 1 1 5 2 3 4 5 4 1 3 9 1
41 香  川 12 0 1 1 4 1 3 1 1
42 徳  島 23 0 2 1 1 4 3 3 7 2
43 高  知 26 0 1 3 4 2 1 15
44 愛  媛 12 0 2 7 1 1 1
45 福  岡 16 0 2 2 3 8 1
46 佐  賀 18 0 5 8 2 1 1 1
47 長  崎 15 0 1 1 1 2 4 1 4 1
48 熊  本 7 0 1 3 2 1
49 大  分 31 0 5 5 1 17 2 1
50 宮  崎 15 1 4 5 1 3 2 1
51 鹿児島 13 0 1 5 2 5
52 沖  縄 14 0 1 4 8 1

 合  計 963 55 41 22 25 43 56 114 73 84 88 72 80 59 69 33 42 17 23 22 55

　協会名

貸付利率 その他
（知事が
定める

金融機
関所定
利率

項目　 利率規制
有

利率規制
無

都道府県及び５市の全制度融資１０１８制度のうち、９６３制度で金利が制限されている
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代位弁済率の高い制度融資

地公体の制度融資の中で代位弁済率（※１）が１０％を超えるものは、平成１５年度において

１１制度ある。

（※１）代位弁済率＝平成１５年度代位弁済金額／平成１５年度末保証債務残高
前提条件：①都道府県及び関係５市の制度融資

②残高が０、制度が廃止になっているものは対象外
③残高が１０億円以上又は代位弁済額が１億円以上

①Ａ制度融資
県の推奨するアクションプログラムに沿って事業を展開をするために認定を受けた中小企業者を支援す

る融資制度 【代弁率 １９．８９％】

②Ｂ制度融資
売上の減少等により経営の安定に支障を生じている企業等、経営安定に著しい支障が生じ倒産の危機

に直面している中小企業者を支援する融資制度 【代弁率 １９．５２％】

③Ｃ制度融資
小規模事業者を対象とした原則無担保無保証人の融資制度 【代弁率 １８．０５％】

④Ｄ制度融資
納税をしている小規模事業者を対象とした無担保無保証人の融資制度 【代弁率 １７．６１％】

代位弁済率の高い地公体制度融資
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保証料率等が低く抑えられている地公体制度融資

地公体の制度融資で、地公体からの財政援助（保証料補給、損失補償）が無いもので、貸出金利を低くおさ
えている制度。

①Ａ制度融資（長期経営強化のための資金）
対象：誘致企業及び企業が工場等を新設または増設する者
金融機関貸付利率：1.6%、保証料率：0.40～1.15%、代位弁済額：2,230百万円、
保証債務残高：175,155百万円

②Ｂ制度融資（中小企業育成のための資金）
対象：１年以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者
金融機関貸付利率：1.4%、保証料率：0.8%、代位弁済額：92百万円、保証債務残高：48,931百万円

③Ｃ制度融資（中小企業者の借換のための資金）
対象：１年以上継続して同一事業を営む中小企業者で、セーフティネット保証が利用可能な者
金融機関貸付利率：1.5%、保証料率：0.9%、代位弁済額：278百万円、保証債務残高：66,893百万円

④Ｄ制度融資（中小企業振興のための資金）
対象：１年以上同一事業を営む者
金融機関貸付利率：1.7%以内、保証料率：0.80～1.35%、代位弁済額：512百万円、
保証債務残高：14,985百万円

（注）すべて１５年度の制度

保証料率等が低い地公体制度融資
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出所：全国信用保証協会連合会のデータから中小企業庁作成。

売掛債権担保融資保証制度の実績

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

Ｈ13
.1

2末

Ｈ
14

.3

Ｈ
14

.6

Ｈ
14

.9

Ｈ14
.12

Ｈ
15

.3

Ｈ
15

.6

Ｈ
15

.9

Ｈ15
.12

Ｈ
16

.3

Ｈ
16

.6

Ｈ
16

.9

Ｈ16
.12

H1
7.

3
（億円）

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

（件）

融資実行額

承諾件数



38

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

１２年 １３年 １４年 １５年 １６年

保証なし、又は、部分保証付き
（中小企業金融公庫１件：

１６年１２月）

全額保証付き（保証協会）

○中小企業CLO/CBO市場の総件数は、全額保証ＣＬＯが開始された３年後の平成１４年から急
増したものの、平成１５年、１６年はほぼ一定の市場規模となっている。また、総件数に占める全
額保証付きＣＬＯの割合も増加している。

（件数）

・公開情報をもとにムーディーズが集計
・社債、信託受益権の他、ABCPとして発行されるものも含む
・裏付資産に大企業と中小企業の両方を含むCLO/CBOは除く

中小企業向け貸付債権の証券化実績
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○ 信用保証協会が有する求償権

52協会全体で、16年度当初時点で、約102万件、約7兆円（償却分約6.5兆円含む）。

○ 中小企業再生支援協議会との連携実績

・再生支援協議会による再生計画策定終了案件（平成17年1月現在359社）のうち、協会が

関与した案件は153社、保証承諾を行った先は115社。

・また、この他にも、再生支援チームへの参画、条件変更等により再生支援協議会と連携し

ている例はあるが、協会ごとに対応にばらつきが見られる。

・信用保証協会と再生支援協議会の連携状況について

※ 平成１７年２月アンケート調査

（下段のカッコ内は構成比）
うち、再生支援
チームに参画

うち、再生支援
チームに参画

再生計画策定完了案件 359社
      153社（43協会）

（42.6%）
    115社（218件）

（32.0%）
 11社

 （3.1%）
32社

（8.9%）
 11社

 （3.1%）
6社

（1.7%）

保証協会関与案件
（関与協会数）

条件変更
にて対応

再生支援
チームに参画
（保証なし）

保証承諾
（承諾件数）

保証協会の再生支援への取り組み状況
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再生支援本部

中
小
企
業
者

保険業務部
（再生支援班）

① 保険業務部参事役（連携推進担当）
をチーフとし、４人を再生支援担当と
して配置し、制度普及担当（２名）、
個別再生案件の審査担当（２名）に
よる構成

② 定例会の開催等により情報の共
有化を図ることによる連携推進

再生支援室・債権管理課

営業店

公 庫

連
携
Ａ

保証協会（再生支援チーム）

連
携
Ｂ

［連携Ａ］

・ 同一の再生中小企業者
については、連携して案
件処理

・ 融資部門のノウハウ等
の活用

［連携Ｂ］

・ 保証協会、再生支援協
議会等に対する制度説
明会の実施

・ 個別再生案件に係る事
前相談制の導入による
再生支援の迅速化

・ 事例紹介等を通じたノウ
ハウ及び情報の共有化

再生支援体制イメージ図



41出所：全国信用保証協会連合会のデータから中小企業庁作成。

0

100

200

300

400

500

600

700

800

H元 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

協会一人当り手持件数

協会求償権件数

【協会一人当たり手持ち件数、件】 【求償権件数（サービサー委託分を除く）、件】

求償権の件数と職員１人当たりの求償権件数
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0

100
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300

400
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600

700

800

（件）

協会 426 419 422 429 440 444 456 484 519 565 596 620 638 643 680

サービサー 282 417 454

H元 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15

１人当たり求償権件数

（年度）
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4,000
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5,000

（百万円）

協会 1,177 1,153 1,242 1,435 1,656 1,831 2,023 2,255 2,567 3,018 3,427 3,841 4,172 4,369 4,632

サービサー 1,974 2,955 3,337

H元 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15

求償権金額１人当たり金額

（年度）
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（設立）
保証協会債権回収株式会社は、全国５２の信用保証協会の共同出資により平成１３年１月に設立、

同年４月に事業開始。設立当時、保証協会の回収担当者一人当たりの求償権が過大であったため、
手つかずの求償権を減少させ、求償権の回収最大化を図ることを目的として、現状では主に無担保
求償権に係る回収業務を保証協会から受託。また、平成１６年４月に、保証協会サービサー首都圏営
業所を開設し、各協会からの依頼に応じ、首都圏に移転した求償権先中小企業者の回収を専門に実
施している。

なお、一人当たりの回収額の差については、サービサーは、主に無担保求償権の回収を行っており、
保証協会は、主に有担保を含む求償権の回収を行っていることから生じている。

13年度 14年度 15年度 16年度
サービサー 回収額 13,960  27,203  35,223  42,444  

回収費用 1,243   2,215   2,777   3,254   
　人件費 1,105   2,023   2,562   2,977   
　債権管理費 138     192     215     277     
回収人数 259     414     527     635     
　プロパー 73      174     247     317     
　協会出向者 186     240     280     318     

協会 回収額 274,872 292,166 299,407 
回収費用 22,299  20,857  21,274  
　人件費 17,913  16,109  16,721  
　債権管理費 4,386   4,748   4,553   
回収人数 1,664   1,573   1,619   

保証協会と保証協会サービサーの比較について

（注）協会は、上記の他にサービサー委託手数料がある。また、16年度の決算数値の関係上、協会分は未確定

（単位：百万円）

保証協会サービサーについて
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・無担保求償権先で、協会サービサーに回収委託を行った先につき、回収委託前と回収委託後で訪問督促と回収

額（連続6ヶ月間）の比較をサンプル調査したもの（同一の債務者群に対して、協会が行った回収と協会サービ

サーが行った督促訪問の延べ回数と回収実績を比較）。

・サンプルは2協会から、それぞれ100債務者を抽出（破産・死亡・遠隔地を除いた後、無作為抽出）。

協会と協会サービサーの回収比較
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出所：全国信用保証協会連合会のデータから中小企業庁作成。

（金額ベース）

協会求償権に占めるサービサー回収委託の割合
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借入金に対する信用保証付借入の割合

注：中小企業１者に対して、当該金融機関がプロパーだけ（保証なし）で融資しているのか、保証付きだけで融資しているのか、併用しているのかについて調査したもの。
　　中小公庫が保証先企業に対して行ったアンケート調査によるもの。
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１．部分保証１．部分保証

・貸出金額の一定割合を保証するもの。 【保証金額＝貸出金額×一定割合】

２．負担金方式２．負担金方式

①代位弁済額負担方式

代位弁済金額の一定割合を負担金として拠出するもの。 【負担金＝代位弁済額×一定割合】

②債務残高負担方式

保証債務残高に一定割合（金融機関の事故実績を加味したもの）を乗じた額を負担金として拠出する

もの。 【負担金＝保証債務残高×一定割合（金融機関の実績加味）】

【 手法 】

１．経営支援等の適正化への効果

２．金融機関の負担

・債権管理、担保管理について（特に、代位弁済実行後の担保処分や残債の管理）。

・制度変更により発生するコストについて（システム変更の有無、これに係る初期投資等）。

・ＢＩＳ規制上の自己資本比率、引当金の計上等について。

３．中小企業者への影響

【 検証点 】

適切な責任分担を図るための手法と検証点
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・金利は、一般的には、調達コスト＋事務コスト＋信用コスト等によって、構成されるもの。
・保証協会の保証付き融資については、全部保証であるため、信用コストがゼロに等しいにもか

かわらず、貸出約定平均金利等より水準が高く、また、案件によって大きな違いがある。
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2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

H7.3 H7.9 H8.3 H8.9 H9.3 H9.9 H10.3 H10.9 H11.3 H11.9 H12.3 H12.9 H13.3 H13.9 H14.3 H14.9 H15.3 H15.9 H16.3 H16.9

（％）
保証付き貸出金利（全金融機関）

短プラ

貸出約定平均金利（国内銀行）

貸出約定平均金利（信用金庫）

出所：全国信用保証協会連合会「保証付貸出金利調査」
短プラ、貸出金平均約定金利（新規貸出ベース）は、日本銀行金融経済月報による。

（注）貸出金平均約定金利は、大企業・中堅企業向け貸出も含む。
貸出平均約定金利（信用金庫）については、Ｈ9.3以前は公表データなし。

保証付融資の金利水準
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出所：中小企業金融公庫データより中小企業庁作成

金融機関群別保証承諾額シェア

0%

10%

20%

30%

40%
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90%

100%

（年度）

その他

信用組合

信用金庫

第二地方銀行

信託銀行

長期信用銀行

地方銀行

都市銀行

その他 1.27% 1.19% 0.69% 0.92% 1.28% 1.05% 0.92% 0.87% 0.96% 0.88%

信用組合 1.78% 1.87% 2.04% 2.34% 3.00% 2.73% 2.64% 2.59% 2.58% 2.77%

信用金庫 15.47% 16.70% 17.60% 20.22% 26.36% 23.32% 24.84% 24.18% 25.82% 27.10%

第二地方銀行 12.87% 13.37% 13.52% 14.19% 14.05% 14.58% 14.95% 15.31% 15.99% 16.21%

信託銀行 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.09% 0.19% 0.11% 0.06% 0.02% 0.01%

長期信用銀行 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00%

地方銀行 30.47% 30.91% 32.38% 33.64% 31.80% 32.64% 34.71% 36.06% 36.90% 38.83%

都市銀行 38.12% 35.96% 33.76% 28.69% 23.42% 25.50% 21.83% 20.92% 17.73% 14.21%

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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出所：中小企業金融公庫データより中小企業庁作成

金融機関群別保証債務残高シェア

0%

20%

40%

60%

80%

100%

（年度）

その他

信用組合

信用金庫

第二地方銀行

信託銀行

長期信用銀行

地方銀行

都市銀行

その他 1.59% 1.43% 1.16% 1.08% 1.36% 1.35% 1.39% 1.37% 1.46% 1.36%

信用組合 1.75% 1.79% 1.91% 2.10% 2.61% 2.73% 2.71% 2.67% 2.54% 2.62%

信用金庫 15.74% 16.28% 17.05% 18.55% 23.56% 24.22% 24.47% 24.93% 25.51% 26.33%

第二地方銀行 11.81% 12.16% 12.35% 12.73% 13.21% 13.29% 13.00% 13.26% 13.43% 14.04%

信託銀行 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.09% 0.11% 0.11% 0.08% 0.05% 0.03%

長期信用銀行 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01%

地方銀行 29.49% 29.73% 30.45% 31.19% 31.08% 31.23% 32.67% 33.32% 34.42% 36.12%

都市銀行 39.61% 38.59% 37.08% 34.33% 28.10% 27.08% 25.65% 24.37% 22.60% 19.51%

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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出所：中小企業金融公庫データより中小企業庁作成

金融機関群別代位弁済額シェア
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（年度）

その他

信用組合

信用金庫

第二地方銀行

信託銀行

長期信用銀行

地方銀行

都市銀行

その他 0.65% 0.86% 1.15% 1.00% 1.11% 2.23% 1.79% 2.67% 3.04% 3.21%

信用組合 2.23% 2.21% 2.24% 1.98% 2.09% 3.02% 3.55% 3.55% 3.21% 2.98%

信用金庫 16.79% 16.81% 18.92% 18.37% 18.24% 23.80% 28.72% 27.32% 27.06% 27.50%

第二地方銀行 12.43% 13.01% 13.72% 13.14% 12.60% 13.34% 12.12% 12.16% 11.76% 12.24%

信託銀行 0.01% 0.00% 0.03% 0.01% 0.25% 0.07% 0.06% 0.04% 0.10% 0.04%

長期信用銀行 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

地方銀行 19.92% 21.80% 21.79% 21.65% 22.06% 22.65% 25.29% 26.79% 27.40% 27.28%

都市銀行 47.96% 45.31% 42.15% 43.86% 43.64% 34.89% 28.48% 27.47% 27.44% 26.76%

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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金融機関群別代位弁済率推移

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

（％）

都　銀 1.71 1.72 1.63 2.10 2.89 2.39 2.78 3.53 4.27 4.17 

地　銀 0.97 1.10 1.06 1.19 1.40 1.36 1.98 2.60 2.97 2.48 

第二地銀 1.51 1.59 1.64 1.80 1.88 1.89 2.50 2.96 3.30 2.90 

信　金 1.52 1.54 1.64 1.75 1.66 1.85 3.02 3.51 3.89 3.39 

信　組 1.83 1.90 1.83 1.71 1.83 2.30 3.60 5.08 5.69 4.70 

合　　計 1.44 1.49 1.46 1.71 2.06 1.88 2.57 3.17 3.65 3.22 

Ｈ6年度 Ｈ7年度 Ｈ8年度 Ｈ9年度 Ｈ10年度 Ｈ11年度 Ｈ12年度 Ｈ13年度 Ｈ14年度 Ｈ15年度

出所：全国信用保証協会連合会より中小企業庁作成

金融機関群別代位弁済率の推移
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出所：金融庁ＨＰ「リレーションシップバンキングの機能強化計画の進捗状況（平成15年度～16年度上半期）」による。

リスク審査モデルの活用

リレーションシップバンキングの機能強化に関するアクションプログラム対象の598金融機関
（地銀65、第二地銀49、信用金庫303、信用組合181）における実績。

スコアリングモデルを活用した新しい中小企業金融への取組

地銀 第二地銀 信用金庫 信用組合 計

実施機関数 53 39 120 29 241

構成比 81.5% 79.6% 39.6% 16.0% 40.3%

スコアリングモデルを活用した商品による融資実績

件数 金額（億円） 件数 金額（億円） 件数 金額（億円）

132,067 11,403 90,295 8,715 222,362 20,118

平成15年度実績 平成16年度上期実績 合　　計
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（注）円換算レート（2004年10月末、外国為替相場）：1米ドル＝107.18円、1英ポンド＝198.59円、1ユーロ＝136.93円

出所：中小企業金融公庫資料より中小企業庁が作成

（2000年）
○ 保証承諾：
385.3百万ユーロ（528億
円）

（1999年）
○ 保証付き融資残高：
11.8兆リラ（7,198億円）

＊2001年末のレート：
100リラ=6.1円

（2003年）
○保証付き融資：
4,598百万ユーロ
（6,296億円）

（2003年）
○保証承諾：
8億9,210万ユーロ
（1,222億円）
○保証債務残高：
49億8,966万ユーロ
（6,832億円）

（2002年度）
保証付き融資：
3,916件、
269百万ポンド
（534億円）

（2004年度）
保証付き融資：
74,825件、
125億ドル
（1兆3,398億円）

＊2004会計年度は
2003.10.1－2004.9.30

保証実績

〇直接保証60％
（低所得地域等80％）まで
〇再保証：
CONFIDI保証の90％まで
〇共同保証：
CONFIDIが20％以上を保
証し、これを含めて80％ま
で。

〇CONFIDIにより異なる
が、多くの場合50％。

創業期の中小企業向
け保証：
70％まで
○成長期の中小企業
向け保証

原則として50％まで

原則として融資額の
80％以下
○実際は、保証銀行と
金融機関の合意によ
り50～80％の範囲内
で設定。平均保証割
合71.4％（2001年）

○2003年4月1日以後の保証：
75％
○2003年4月1日前の保証：
創業企業及び保証時の業歴
2年未満の企業は70％、
業歴2年以上の企業は85％

○融資額15万ドル
（1,608万円）以下：
85％まで
○融資額15万ドル
（1,608万円）超：
75％まで保証割合

－－

○ 保証限度額：
75万ユーロ（1億円）
（中長期融資の場合）
○ 上記のほか、条件
に応じて限度額は異
なる。

○保証限度額：
75万ユーロ（1億円）

○融資額は5,000ポンド
（99万円）～25万ポンド
（4,965万円）。
ただし、業歴２年未満の企業は10
万ポンド（1,986万円）以内

○融資限度額：
200万ドル
（2億円）
○ 保証限度額：
100万ドル
（1億円）

保証
限度額等

ＭＣＣ等
○ 国の機関との契約に基
づきCONFIDI保証の再保
証等を実施

ＣＯＮＦＩＤＩ
○ 全国に数百存在
○ 民法組合
○ 相互保証を運営

ＳＯＦＡＲＩＳ
○ 中小企業開発銀
行（政府系）傘下の株
式会社

保証銀行等
○ 各州に原則１行
○ 根拠法は信用制度
法
（銀行法に相当）

貿易産業省（ＤＴＩ）所管の
ＳＢＳ

中小企業庁（ＳＢＡ）
○ 独立政府機関
○ 中小企業法に基づき
設立実施機関

イタリアフランスドイツイギリスアメリカ国

諸外国の保証制度
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（2003年度）
○ 保険引受：
14兆2,786億円
○ 保険引受残高：
31兆3,313億円

（2003年度）
○ 保証承諾：
15兆1,965億円
○保証債務残高：
31兆1,022億円

（2003年）
○ 保証承諾：
2,051億台湾ドル（6,522億
円）
○ 保証債務残高：
1,982億台湾ドル（6,303億
円）

（2003年度）
○保証承諾：
13兆4,010億ウォン
（1兆円）
○保証債務残高：
16兆7,460億ウォン
（2兆円）

（2003年度）
○保証承諾：
30兆9,180億ウォン
（3兆円）
○保証債務残高：
32兆7,340億ウォン
（3兆円）

（2002年度）
保証付き融資：
9億5,590万カナダドル
（844億円）

保証実績

○ 保険種類により異なる
（70％（普通保険）、
80％（無担保保険）等）

○ 売掛債権担保融資保証
等の例外（90％）を除き
100％

○原則40％～80％
（金融機関の保証付き融
資に係るパフォーマンス、
保証申込み企業の信用
力等に応じて適用。

○金融機関、保証の種類、
保証先企業の信用度により、
70％から90％まで

○新規保証：
70％～85％
○借換保証：
90％

○85％まで

保証割合

○ 付保限度額：
保険種類により異なる
（2億円（普通保険）、
8,000万円（無担保保険）
等）
○ 組合につき別途規定
あり

○ 保証限度額：
普通保証2億円、
無担保保証8,000万円
（個人又は会社）
○ 組合につき別途規定あ
り

○ 保証限度額：
0.4～7,000万台湾ドル
（127万円～2億円）
○ 総額で1企業当たり1
億台湾ドル（3億円）

保証限度額：
30億ウォン（3億円）。
ただし、技術評価センターに
よる評価等で100億ウォン
（10億円）までの保証ができ
る

保証限度額：
・一般信用保証；
30億ウォン（3億円）以
内
・特別信用保証；
制度により異なる

○ 融資限度額：
25万カナダドル（2,209万
円）

保証
限度額等

中小企業金融公庫
〇中小企業金融公庫法
に基づく特殊法人
〇信用保証協会の保証
の保険を引き受ける

信用保証協会
〇信用保証協会法に基づ
く認可法人

中小企業信用保証基金
（ＳＭＥＧ）
○ 民法の規定及び行政
院の特別許可に基づく特
殊法人

韓国技術信用保証基金
（ＫＯＴＥＣ）
〇新技術企業金融支援法に
基づく特殊法人

韓国信用保証基金
（ＫＣＧＦ）
〇韓国信用保証基金
法に基づく特殊法人

産業省
○ カナダ中小企業金融法
に基づき制度実施

実施機関

日本台湾韓国カナダ国・地域

（注）円換算レート（2004年10月末、外国為替相場）：1カナダドル＝88.34円、1台湾ドル＝3.18円、韓国100ウォン＝9.70円
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○例１
信用保証協会

１．平成１６年度業務計画の重点課題 部署名：

担当者：

【 保証部門 】 【期中管理部門】 【その他】

 期中管理の強化策  ①資金繰り円滑化借換保証制度の動向

 【回収部門】  ②セーフティネット保証の動向

 ①回収の促進策

 ②地域再生支援協議会との連携強化策

 ③保険料引き上げに伴う保証料引き上げの影響

・専任制による、未入金先、休眠先求償権の掘
り起こしの強化
・サービサーへの積極的委託による効率的な管
理督促を行なう。

・再生支援協議会案件に対する専任担当者を
設け連携を密にするとともに、4月から創設さ
れた再生支援協議会支援企業を対象とする県
制度の活用を積極的に行なう。

・金融安定化特別保証制度の同額借換（借換保
証・要綱Ⅱ）保証承諾額の借換保証における構成
比は、上期 21.1％に対し、下期 4.8％と16.3ﾎﾟｲ
ﾝﾄも低下。次年度は、借換元となる特別保証の残
高減少と併せ、その構成比は1～2％程度の僅かな
数値で収束するものと思われる。
・上記状況と合わせて、借換保証需要について
は、ほぼ一巡していると考えられ、借換保証の利
用率も鈍化すると思われる。

・ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ保証の利用は全体の24％と構成比が最
も高い。借換保証は、その半分がｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ保証の
利用であることから、借換保証の減少に連動し
て、ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ保証も減少傾向は続くが、低保証料
率制度としての認知度･人気度は高く、その構成
比は20％内外で推移し、制度別では最も高い構成
比を維持するものと思われる。

・直接的に保証料引き上げによる保証離れの動き
はないものの、優良企業への保証付融資推進には
障害となっている。
・セーフティネット保証等保証料率の低い制度の
利用が多く見受けられる。

 ①適正保証の推進策（保証債務残高が減少傾向
にあるのを抑止する方策、ＣＲＤの活用策等）

 ②回収体制の整備等
（サービサーの具体的活用策等）

・新たに拡充強化された県制度を積極的に推
進するとともに、ｾｰﾌﾃｲネット保証ほか特定社
債保証及び売掛債権担保融資保証制度を推進
し、良質な保証先の取り込みを図る。
・CRDのスコアを利用した保証ｼｽﾃﾑを本格導入
し、保証審査の効率化を図る。企業評価の標
準化と審査スピードアップで、利用者の満足
度の向上を図る。
・「　　　中小企業金融対策会議(仮称)」を
新設。金融機関との情報交換、連携強化を図
る。

・早期実態把握の強化
・再生支援のため金融機関と協調して条件変更
等調整策を積極的に行なう。
・資産調査を徹底し法的手続きによる債権保全
を強化する。

・金融機関等への定期的な担保物件情報の提供
（ｵｰﾄﾌｧｸｽの利用）
・回収方針ﾋｱﾘﾝｸﾞの定期的実施
・回収支援ｼｽﾃﾑの活用による管理強化
・預金口座引落しの推進と新たにコﾝﾋﾞﾆ収納ｻｰ
ﾋﾞｽの導入による定期回収額のさらなる底上げ
・弁護士・司法書士・調査機関等の積極的活用
による法的請求の強化

保証協会の中期業務計画について
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○例２
信用保証協会

１．平成１６年度業務計画の重点課題 部署名：

担当者：

【 保証部門 】 【期中管理部門】 【その他】
 期中管理の強化策  ①資金繰り円滑化借換保証制度の動向

 【回収部門】  ②セーフティネット保証の動向

 ①回収の促進策

 ②地域再生支援協議会との連携強化策

 ③保険料引き上げに伴う保証料引き上げの影響

 ①適正保証の推進策（保証債務残高が減少傾向
にあるのを抑止する方策、ＣＲＤの活用策等） ○条件変更を積極的に活用し、延滞先の再生支援を行

　い代位弁済の低減に努める
○期中管理先の状況を把握し、的確な指導を行うた
　め、引続き金融機関訪問と帯同管理を行う

○依然として需要は大きく、積極的な保証対応を行う
ことにより、県内中小企業者の金融の円滑化に最大限
の努力を行う○セーフティネット保証及び資金繰り円滑化借換保

　証並びに　　　金融円滑化特別対策事業の推進
○中小企業関係団体との連携、金融機関との密接な
　情報交換と提携商品の推進、小規模企業者に対す
　る積極的な保証推進による保証浸透度の向上
○リレーションシップパンキングに取組む地域金融
　機関との連携による保証推進
○ニーズにあった新商品の開発及び既往制度の見直
　し、過度の担保や第三者保証人に依存しない審
　査、中小企業者ニーズの把握による各種制度の活
　用等新しい中小企業金融への取組みの強化
○保証業務の適正かつ円滑な運営のため、金融機関
　別業務懇談会・移動相談会・勉強会の継続
○ＣＲＤの活用により、迅速かつ的確な審査を行い
　業務の効率化を図る

○依然として需要は大きく、積極的な保証対応を行う
ことにより、県内中小企業者の金融の円滑化に最大限
の努力を行う

○無担保債権の面談交渉の推進
○有担保債権の物件売却促進
○新規代位弁済の早期回収
○定期回収入金管理の徹底
○時間外督促の実施

○期中管理機能の強化を図り、関係各機関と連携
　し、早期事業再生を支援する
○経営相談・指導昨機能を強化し、金融機関と一体
　となった指導・相談体制を構築する

 ②回収体制の整備等
（サービサーの具体的活用策等） ○保証料については、引上げよりも市場金利に連動す

るものとの思いから、金利に比べ、割高感を指摘する
意見が多く、より簡易に、迅速に、踏み込んで、ニー
ズにマッチした保証で応える最大限の努力を行う。

○求償権分類により、無担保・長期延滞債権等を
　サービサーへ委託し、効率的な回収を図る
○民間調査機関の活用による県外居住者等の調査
　をもとに督促を行う


